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「第12回総会」開催される！

　3月10日東京都内において、「第12
回総会」を、会員をはじめ多数の方々
にご出席いただき開催しました。
　同総会においては、平成17年度事業
計画（案）、同収支予算（案）等につ
いて承認をいただきました。
　また、総会に引き続き開催された「農
業法人春季セミナー」では、東京大学
大学院八木宏典教授の講演会をはじめ、
最近話題の農産物の輸出に関するセミ
ナー等を実施し、活況のうちに終了す
ることができました。
　皆様のご協力に厚くお礼申し上げま
す。
　なお、事業計画等の詳細については、
後日、会員の皆様に資料を送付いたし
ますのでご覧ください。

農業法人の女性組織「やまと凛々
アグリネット」立ち上げ！

　第12回総会と併せて「やまと凛々ア
グリネット設立総会」が開催され、会
長は福島県（有）降矢農園の降矢セツ
子さん、副会長は長野県（農）大町農
産川上志江さん、福岡県（有）モアハ
ウス松藤富士子さんが選出されました。
　平成17年度は設立初年度ということ
もあり、会員相互の連携強化に向けた
活動や、女性経営者等の研修・研さん
の為の活動に取り組んでいくこととな
りました。入会は随時受け付けており
ますので、ご興味をお持ちの方は是非
事務局までお問合せください。
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　前回お話ししましたとおり、育児休業給付には、

雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、その育

児休業期間中に支払われる賃金が、育児休業開始

前の賃金に比べて８０％未満であるなど、一定の

要件を満たした場合に支給される「育児休業基本

給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の２種

類がありました。

 

　今回は、育児休業基本給付金を受給した人が、

職場復帰後に雇用保険の被保険者として引き続き

６ヵ月以上雇用された場合に支給される「育児休

業者職場復帰給付金」と育児休業給付に関するそ

の他の事項について、みていきましょう。

■育児休業者職場復帰給付金

①受給資格の確認

　育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給

付金を受給した被保険者に支給されるものですか

ら、あらためて各種の書類を提出する必要はあり

ません。

②給付金の支給申請

　育児休業基本給付金の支給を受けていた受給資

格者は、育児休業を終了した後等に次ぎの手続き

を行うことにより育児休業者職場復帰給付金を受

けることができます。

③育児休業者職場復帰給付金の額

　育児休業者職場復帰給付金の支給額は、休業開

始時の賃金月額の１０％相当額に育児休業基本給

付金の支給を受けることができた支給対象期間の

数を乗じた額が支給されます。

《例》休業開始時賃金月額　　　２０万円　

　　　育児休業給付基本給付金　１１ヵ月受給

　　　支給額＝20万円×10％×11ヵ月＝22万円

■育児休業給付に関する�
   その他の事項　

①手続き書類の提出者

　事業主または被保険者とされていますが、ハロー

ワークでは、事業主が手続きをするよう指導して

います。

②支給・不支給決定の通知

　支給の可否と支給額については、「育児休業基

本給付金支給決定通知書」「育児休業者職場復帰

給付金支給決定通知書」により通知されます。

③給付金の支給方法

　支給決定された給付金は、受給資格確認票また

は払渡金融機関指定届により指定された金融機関

（郵便局、インターネットバンク、一部の外資系

銀行は除く）の被保険者の本人名義の普通預金口

座に振り込まれます。配偶者名義等、本人以外の

名義の口座を指定すると給付金の振込みがされま

せんので注意が必要です。

　　

育児休業給付

育児休業基本給付金

育児休業者職場復帰給付金

●支給申請

①育児休業が終了した後､被保険者として
６ヵ月以上引き続いて雇用されたとき

②育児休業基本給付金の支給対象となっ
ていた育児休業終了日後、６ヵ月を経過
した日の翌日から起算して２ヵ月を経過
する日の属する月の月末までに申請

↓　ハローワークへ

「育児休業者職場復帰基本給付金支給申
請書」

育児休業給付を受けていた受給資格者

育児休業者職場復帰給付金
の受給
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